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 女性が社会のあらゆる分野において、方針の立案及び決定過程に参画することは、女性自身の

能力発揮や地位向上のみならず、暮らしやすさが実感できる社会づくりに資するものと期待され

る。 

現在、方針の立案及び決定過程への女性の参画は徐々に増えつつあることから、この流れをさ

らに確実なものにしていくために、女性がチャレンジできる社会づくりを推進するとともに、企

業や団体、地域等のトップ層に対する意識啓発を図っていくことが重要である。 

 

 

１ 議会の女性議員の割合 

 地方議会における女性議員の割合は全国的に増加傾向にあるものの、本県は近年減少傾向に

あり、県・市・町のいずれも全国平均を下回っている。 

 

２ 石川県各種審議会等への女性の登用状況 

県の審議会等における女性委員の割合は年々増加しており、平成２５年は３２．４％ 

（４０７人）となっている。また、平成２１年度以降は全ての審議会において女性委員が登用

されている。 
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資料：男女共同参画課（各年度6月1日現在）

基本目標Ⅱ 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大 
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３ 農林漁業における女性の参画状況 

 農林漁業における方針決定の場への女性の参画はまだ少ないものの、様々な取組の結果、徐々

にではあるが増加している。 

 また、総合農協(※)の正組合員数でみると、組合員総数が減少傾向にある中で、女性の組合員

は増えている。 

 

４ 仕事と生活の調和 

男女が共に仕事と家庭を両立していくために必要なこととして、男女とも「男女とも育児・

介護休業制度を取得しやすくする職場環境づくり」が最も多く、次いで「保育施設（職場内

保育所を含む）や保育時間の延長など保育サービスの充実」となっている。 

 

農林漁業分野の女性の参画（石川県） （単位：戸・人）

区　分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

家族経営協定締結数 149 165 181 189 197 207 215

起業者 75 152 155 154 152 161 152

認定農業者 60 74 85 86 89 85 81

漁業士 5 6 8 9 9 9 9

農業委員 8 10 13 13 17 25 25

資料：農業政策課（各年度3月31日現在）

総合農協の女性役員等の推移（石川県） （女性の人数/全体）

区　分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
役員 3/490 3/400 3/388 4/383 4/385 8/386 7/387

正組合員
8,750/
67,249

8,877/
66,547

8,939/
65,651

9,140/
64,834

9,533/
64,470

10,141/
64,301

11,393/
64,561

資料：農業政策課(各年度3月31日現在)

※総合農協：農産物の集荷・販売、資材購入、共同利用、営農指導、信用、共済など広範な事業を総合的に行う農協

資料：石川県「男女共同参画に関する県民意識調査（平成２２年度）」（男女共同参画課）

　　男女が共に仕事と家庭を両立していくために必要なこと
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男性保育施設（職場内保育所を含む）や保育時間
の延長など保育サービスの充実

育児などによる退職者の再雇用制度の
普及

「男は仕事、女は家庭」など男女の固定的役
割分担意識の見直し

在宅勤務やフレックスタイムの導入

ホームヘルパー制度など介護サービスを充
実させること

労働時間の短縮

職場における男女差別の是正

その他

男女とも育児・介護休業制度を取得しやすく
する職場環境づくり

パートタイマーの給与・労働条件の改善

(％)

職業上必要な知識、技術等、職業訓練の
充実
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